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農地法事務に関する専決処理規程 

 

  （趣  旨） 

第１条 この規程は、農地法（以下「法」という｡ ）、農地法施行令及び農地法施行規

則の実施のため、農地法施行に関する実施細則において定める事務を農業委員会が

会長に専決させるについて必要な事項を農地法施行規則の一部を改正する省令につ

いて（農林水産事務次官通達）によって定めたものである。  

  （専決事項） 

第２条 次の各号に該当する場合は、加古川市農業委員会総会事務処理要領第４条第

２項の規定にかかわらず、会長が専決処理を行う。  

 （１）法第４条第１項の規定により市街化区域内の農地を転用する場合の届出書又

は法第５条第１項の規定により、市街化区域内の農地等の転用のための権利移

動の届出書が提出されたとき。ただし、以下に掲げる場合を除く。 

   （ア）届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合  

   （イ）届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の、土地利用に悪影

響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合  

   （ウ）その他これらに準じる場合 

 （２）法第３条第１項第 13 号及び第 14 号の２並びに同法第３条の３並びに同法第 18 条

第１項第４号による届出書が提出されたとき。 

 （３）法第 43 条第１項の規定による届出書の提出があったとき。 

２ 前項の規定については、農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）（以下「基盤

法」という。）第 14 条の４、第 14 条の５及び第 19 条に規定する意見聴取にかかる場合並び

に農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）第 18 条に規定する

意見聴取の場合に準用する。 

  ただし、基盤法第 19条に規定する意見聴取にかかる専決処理は、農業委員会が提出した

素案どおりに目標地図に作成されている場合及び策定済みの計画について該当地域のご

く一部の変更の場合に限る。 

  （会長等が欠けた場合の代決）  

第３条 会長及び同職務代理者が共に欠けた場合には、事務局長がその権限に属する

事務を代決するものとする。 

  （届出書の補正） 

第４条 会長は、第２条第１項各号における届出書が提出されたときは届出書の記載

事項及びその添付書類を審査し、届出事項に疑義がある場合及び書類に不備又は記

載事項に誤りがある場合には、これを補正させるものとする。  

  （受理通知書の交付書の交付等）  

第５条 会長は、第２条第１項第１号に規定する届出書が補正された日をもって受理
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通知書の交付書を届出者に渡し、１０日以降の日にこれを持って受理通知書を取り

に来るよう通知するとともに、受理通知書の交付を受けるまでは転用行為に着手し

ないよう指導するものとする。  

  （受理通知書の交付） 

第６条 会長は、第２条第１項第１号に規定する届出書が補正された日から１０日後

に届出者に対し受理通知書が交付できるように内部の事務処理を行い、審査の過程

で紛争等により問題が生じてきた場合を除き、受理通知書の交付書を持参した者に

受理通知書を交付するものとする。  

  なお、第２項第１号（ア）から（ウ）に該当するため専決処理できない届出にお

いて、提出後に専決処理できることとなった場合には、会長決裁後（届出書提出日

から１０日以降経った日）に受理通知書を交付することとする。  

２ 会長は、第２条第１項第２号または第３号に規定する届出書が提出されたときは、

遅滞なく（第３号においては２週間以内に）受理または不受理を決定し、届出者に

通知するものとする。 

  （月次総会への報告） 

第７条 会長は、第２条及び第２条の２の規定により専決処理したときは、当該事案

について直近の月次総会に報告するものとする。 

 

      附  則 

  この規程は、昭和５８年４月１日から施行する。  

      附  則 

  この規程は、平成２０年１月１日から施行する。  

      附  則 

  この規程は、平成２２年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２９年７月２０日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前に、専決処理により受理通知書

を届出者に交付したときは、この規程によって直近の月次総会に報告するものとす

る。 

 

附 則 
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 この規程は、平成３１年１月１５日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則 

この規程は、令和７年１月６日から施行する。  

附 則 

この規程は、令和７年９月４日から施行する。 

 


